
それでも、あたなは飲酒運転しますか？

※ 酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※ 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

※車を貸した人は、５年(３年)以下の懲役
または100万円(５０万円)以下の罰金
( )内は酒気帯び運転の場合

※酒類を飲ませた人は、３年(２年)以下の懲役
または５0万円(３０万円)以下の罰金
( )内は酒気帯び運転の場合

※同乗した人は、３年(２年)以下の懲役または

５0万円(３０万円)以下の罰金
( )内は酒気帯び運転の場合


